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本編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-1-2 

 

 

 

 

1-1-4 

第６節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第１ ［略］ 

第２ 防災関係機関の業務の大綱 

 １～４ ［略］ 

 ５ 指定地方行政機関 

機関名 業務の大綱 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

盛岡地方気

象台 

１ 気象、地象、水象の観測及

びその成果の収集、発表に関

すること。 

２ 気象、地象（地震にあって

は、発生した断層運動による

地震動に限る。)、水象の予

報・警報等の防災情報の発

表、伝達及び解説に関するこ

と。 

３～４［略］ 

５ 防災気象情報の理解促進

及び防災知識の普及啓発に

関すること。 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

 ６～８ ［略］ 

第６節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第１ ［略］ 

第２ 防災関係機関の業務の大綱 

 １～４ ［略］ 

 ５ 指定地方行政機関 

機関名 業務の大綱 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

盛岡地方気

象台 

１ 気象、地象、地動及び水象

の観測並びにその成果の収

集及び発表に関すること。 

２ 気象、地象（地震にあって

は、発生した断層運動による

地震動に限る。) 及び水象の

予報及び警報等の防災情報

の発表、伝達及び解説に関す

ること。 

３～４［略］ 

５ 防災気象情報の理解促進、

防災知識の普及啓発に関す

ること。 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

 ６～８ ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-2 

 

 

 

 

 

第１節 防災知識普及計画 

 

第１ [略] 

第２ 防災知識の普及 

１～２ [略] 

３ 住民等に対する防災知識の普及 

○ [略] 

○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点 

を置いて実施する。 

ア～ウ [略] 

エ 平常時における心得 

 ①～⑤ [略] 

 ⑥ 愛玩動物との同行避難や避難所で

の飼養の方法を決めておく。 

 ⑦ [略] 

オ～コ [略] 

○ [略] 

 ４～６ [略] 

 

第１節 防災知識普及計画 

 

第１ [略] 

第２ 防災知識の普及 

１～２ [略] 

３ 住民等に対する防災知識の普及 

○ [略] 

○ 防災知識の普及活動は、次の事項に重点 

を置いて実施する。 

ア～ウ [略] 

エ 平常時における心得 

 ①～⑤ [略] 

 ⑥ 愛玩動物との同行避難や指定避難

所での飼養の方法を決めておく。 

 ⑦ [略] 

オ～コ [略] 

○ [略] 

 ４～６ [略] 

 

 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-8 

 

 

 

 

 

第４節 気象業務整備計画 

 

第１～第３ [略] 

第４ 防災知識の普及啓発の実施 

○ 盛岡地方気象台は、住民の防災気象情報

への理解を促進するため、関係機関との協

力のもと、気象情報の活用能力の向上を含

めた防災知識の普及啓発等を図り、住民の

防災活動を促進する。 

ア 平常時からパンフレットや映像教材

等の広報資料の作成、ホームページの活

用、講演会の開催、講師の派遣などによ

り防災知識の普及啓発、防災気象情報の

利活用の促進等を図る。 

イ 住民への防災知識の普及啓発等に当

たっては、地域の地理的状況及び過去の

災害の発生状況等を考慮する。 

ウ 災害に関する調査結果等を活用し、住

民が災害教訓を伝承する取組を支援す

る。 

    

 

第４節 気象業務整備計画 

 

第１～第３ [略] 

第４ 防災知識の普及啓発の実施 

○ 盛岡地方気象台は、住民の防災気象情報

への理解を促進し、公助にとどまらず自

助・共助の場面においても防災気象情報が

より積極的かつ適切に利活用されること

が災害による被害を最小限にするための

有効な手段であることを認識し、関係機関

との協力のもと、防災気象情報の活用能力

の向上を含め、様々な状況下で住民一人ひ

とりが自らの判断で危険を回避し安全を

確保する行動をとることを可能とするた

めの知識の普及啓発を図り、住民の防災活

動を推進するものとする。 

ア 防災気象情報の活用能力向上 

 盛岡地方気象台は、自らが発表する防災

気象情報について解説を行うよう努め、そ

の理解を促進するとともに、情報を受けた

利用者が適切な対応をとることができる

ように情報活用能力の向上を図るものと

する。 

イ 安全知識の普及啓発 

盛岡地方気象台は、気象現象等の急な

発生・変化や情報伝達手段の途絶等によ

り情報の入手が困難な場合でも、住民一

人ひとりが周囲の状況から自ら判断し

て安全確保の行動ができるよう、安全知

識の普及啓発を図るものとする。 

   ウ 実施事項及び実施にあたっての留

意事項 

○ 盛岡地方気象台は、平常時からパ

ンフレットや映像教材等の広報資料

の作成、ホームページの活用、講演

会の開催、講師の派遣などを行うも

のとする。 

○ 盛岡地方気象台は、災害には地域

特性があることを踏まえ、各地域の

地理的・社会的状況や過去の災害の

発生状況、自然災害について抱えて

いるリスク等も考慮するものとす

る。 
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○ 盛岡地方気象台は、防災関係省庁、

地方公共団体等の防災機関、教育機

関、報道機関、気象・地震等の現象や

防災に関して専門知識を有する団体

等の協力を得て、防災関係者及び一

般向けの講習会等を実施するほか、

気象台の果たす役割の説明等を行う

ものとする。  

エ 災害教訓の伝承 

盛岡地方気象台は、大規模災害に関

する調査分析結果や映像を含めた各種

資料を収集し、保存し、及び公開する

こと等により、住民が災害教訓を伝承

する取組を支援するものとする。 

修正 

理由 

○ 所要の修正 



5 

本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 避難対策計画 

 

第１ [略] 

第２ 避難計画の作成 

１ 避難計画 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 学校、病院、社会福祉施設等における避難

計画 

  ○ [略] 

○ [略] 

第６節 避難対策計画 

 

第１ [略] 

第２ 避難計画の作成 

１ 避難計画 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 市は、洪水等に対する住民の警戒避難体

制として、洪水予報河川等及び水位周知下

水道については、水位情報、堤防等の施設

に係る情報、台風情報、洪水警報等により

具体的な避難勧告等の発令基準を設定す

るものとする。それら以外の河川等につい

ても、氾濫により居住者や地下空間、施設

等の利用者に命の危険を及ぼすと判断し

たものについては、同様に具体的な避難勧

告等の発令基準を策定することとする。ま

た、避難勧告等の発令対象区域について

は、細分化しすぎるとかえって居住者等に

とってわかりにくい場合が多いことから、

立退き避難が必要な区域を示して勧告し

たり、屋内での安全確保措置の区域を示し

て勧告したりするのではなく、命を脅かす

洪水等のおそれのある範囲をまとめて発

令できるよう、発令範囲をあらかじめ具体

的に設定するとともに、必要に応じて見直

すよう努めるものとする。国土交通省及び

県は、これらの基準及び範囲の設定及び見

直しについて、必要な助言を行うものとす

る。 

２ 学校、病院、社会福祉施設等における避難

計画 

  ○ [略] 

○ [略] 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-14 

 

 

 

 

 

 

○ 市計画に名称及び所在地を定められた

学校、病院、社会福祉施設等の要配慮者利

用施設の所有者又は管理者は、防災体制に

関する事項、避難誘導に関する事項、避難

の確保を図るための施設の整備に関する

事項、防災教育・訓練に関する事項、自衛

水防組織の業務に関する事項等に関する

計画を関係機関の協力を得て作成し、これ

を市長に報告する。 

 

 

 

 

 

  ○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 市計画に名称及び所在地を定められた 

大規模工場等の所有者又は管理者は、防災

体制に関する事項、浸水の防止のための活

動に関する事項、防災教育・訓練に関する

事項、自衛水防組織の業務に関する事項等

に関する計画を作成し、これを市長に報告

する。 

○ [略] 

○ [略] 

 ３ [略] 

第３ 避難場所等の整備等 

 １ 避難場所等の整備 

○ [略] 

○ [略] 

○ 市は、一般の避難所では生活すること 

   が困難な要配慮者のため、福祉避難所を

指定する。 

〔福祉避難所一覧表 資料編２－６－２〕 

〔福祉避難所の開設・運営に関する協定書 

資料編２－６－３〕 

○ 市は、学校を避難所として指定する場合

には、学校が教育活動の場であることに配

慮する。 

○ [略] 

 ２～３ [略] 

 

 

○ 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に

位置し、市計画に名称及び所在地を定めら

れた学校、病院、社会福祉施設等の要配慮

者利用施設の所有者又は管理者は、防災体

制に関する事項、避難誘導に関する事項、

避難の確保を図るための施設の整備に関

する事項、防災教育・訓練に関する事項、

水防法に基づき設置した自衛水防組織の

業務に関する事項等を含めた水害や土砂

災害が発生するおそれがある場合におけ

る避難確保計画を関係機関の協力を得て

作成し、これを市長に報告するとともに、

計画に基づき、避難誘導等の訓練を実施す

る。 

  ○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 浸水想定区域内に位置し、市計画に名称

及び所在地を定められた大規模工場等の

所有者又は管理者は、防災体制に関する事

項、浸水の防止のための活動に関する事

項、防災教育・訓練に関する事項、自衛水

防組織の業務に関する事項等に関する計

画を作成し、これを市長に報告する。 

○ [略] 

○ [略] 

 ３ [略] 

第３ 避難場所等の整備等 

 １ 避難場所等の整備 

○ [略] 

○ [略] 

○ 市は、一般の指定避難所では生活する

ことが困難な要配慮者のため、必要に応

じて福祉避難所を指定するよう努める。 

〔福祉避難所一覧表 資料編２－６－２〕 

〔福祉避難所の開設・運営に関する協定書 

資料編２－６－３〕 

○ 市は、学校を指定避難所として指定する

場合には、学校が教育活動の場であること

に配慮する。 

○ [略] 

２～３ [略] 
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第４ 避難所の運営体制等の整備 

 ○ 市は、避難所を円滑に設置し、及び運営す

るため、あらかじめ避難所の設置及び運営に

係るマニュアル等の作成、訓練を通じて、そ

の内容について住民への普及啓発に努める。

この際、住民等が主体的に避難所を運営でき

るように配慮するよう努める。 

第５～第７ [略] 

第４ 避難所の運営体制等の整備 

 ○ 市は、指定避難所を円滑に設置し、及び運

営するため、あらかじめ指定避難所の設置及

び運営に係るマニュアル等の作成、訓練を通

じて、その内容について住民への普及啓発に

努める。この際、住民等が主体的に指定避難

所を運営できるように配慮するよう努める。 

第５～第７ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 所要の修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-38 

 

 

 

 

 

第 16 節 風水害予防計画 

 

第１～第３ [略] 

第４ 治山事業 

○ [略]  

 

 

 

 

第５～第７ [略] 

第８ 浸水想定区域の公表及び周知 

 ○ [略] 

 ○ 県は、想定し得る最大規模の降雨により洪

水予報河川又は水位周知河川が氾濫した場

合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定

区域として指定するとともに、洪水浸水想定

区域及び浸水した場合に想定される水深及

び浸水継続時間等を公表し、市に通知する。 

 

○ [略] 

 

 

 

 

 

 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

 

 

 

 

  

第９ [略] 

 

第16節 風水害予防計画 

 

第１～第３ [略] 

第４ 治山事業 

○ [略]  

 ○ 農林水産省及び地方公共団体は、流木災害

の発生するおそれのある森林について、流木

捕捉式治山ダムの設置や間伐等の森林整備

などの対策を推進する。 

第５～第７ [略] 

第８ 浸水想定区域の公表及び周知 

 ○ [略] 

 ○ 県は、想定し得る最大規模の降雨により洪

水予報河川又は水位周知河川（以下、本節中

「洪水予報河川等」という。）が氾濫した場合

に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区

域として指定するとともに、洪水浸水想定区

域及び浸水した場合に想定される水深及び

浸水継続時間等を公表し、市に通知する。 

 ○ [略] 

 ○ 市は、洪水予報河川等に指定されていない

中小河川について、河川管理者から必要な情

報提供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績

等を把握したときは、これを水害リスク情報

として、住民、滞在者、その他の者へ周知す

るものとする。 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ 水防管理者は、洪水浸水想定区域内にある

輪中堤防等盛土構造物が浸水の拡大を抑制

する効果があると認めたときは、河川管理者

から必要な情報提供、助言等を受けつつ、浸

水被害軽減地区に指定することができる。 

第９ [略] 

第10 関係者間の密接な連携体制の構築 

 ○ 水災については、国土交通大臣及び県知事

が組織する洪水氾濫による被害を軽減する

ためのハード・ソフト対策を総合的かつ一体

的に推進することを目的として「大規模氾濫

減災協議会」、「都道府県大規模氾濫減災協議 
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  会」等を活用し、国、地方公共団体、河川管

理者、水防管理者等の多様な関係者で密接な

連携体制を構築するものとする。 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 所要の修正（時点修正、水防法との用語の整合） 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 17 節 津波・高潮災害予防計画 

 

第１ [略] 

第２ 津波、高潮災害予防事業 

○ [略]  

 ○ 国、県及び市は、社会資本整備重点計画（平

成15年10月閣議決定）に基づき、防潮堤防、

防潮護岸等の海岸保全施設の整備を、計画的

に実施する。 

 ○ 社会資本整備重点計画では、重点的、効果

的かつ効率的な実施に向けた取組として「津

波、高潮、波浪、海岸浸食が国民の生命・財

産に及ぼす被害の軽減」「人の暮らしと自然

環境が調和した後世に伝えるべき豊かで美

しい海岸環境の保全回復」を柱とした事業の

展開を図る。 

 ○ [略] 

第３～第５ [略] 

 

  

 

 

第17節 津波・高潮災害予防計画 

 

第１ [略] 

第２ 津波、高潮災害予防事業 

○ [略]  

 ○ 国、県及び市は、社会資本整備重点計画及

び岩手県東日本大震災津波復興計画等に基

づき、防潮堤防、防潮護岸等の海岸保全施設

等の整備を、計画的に実施する。 

 ○ 海岸保全施設等の整備目標は、過去に発生

した津波等を地域ごとに検証し、概ね百数十

年程度の頻度で起こり得る津波に対応でき

る高さとする。 

 

 

 

○ [略] 

第３～第５ [略] 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正（地震津波災害対策編との整合） 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-41 

 

 

1-2-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第18節 土砂災害予防計画 

 

第１～第３ [略] 

第４ 土砂災害防止対策の推進 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

○ [略] 

  

 

 

 

第５ [略] 

第６ 土砂災害警戒情報の発表 

１ 目的及び発表機関 

  ○ 大雨警報又は大雨特別警報が発表され

ている場合において、大雨による土砂災

害の発生の危険度が高まったときに、市

長が避難勧告等を発令する際の判断や住

民の自主避難の参考となるよう、県と盛

岡地方気象台が共同で発表する。 

 

 ２ 発表・解除基準 

(1) 発表基準 

    大雨警報又は大雨特別警報が発表され

ている場合において、気象庁が作成する

降雨予測に基づく値が５km メッシュごと

の監視基準（土砂災害発生避難基準線）

に達したときに、県と盛岡地方気象台

は、協議の上、そのメッシュを含む市町

村単位で土砂災害警戒情報を発表する。 

また、地震等により地盤が脆弱になっ

ている可能性が高くなり、土砂災害の危

険性が現状よりも高いと考えられる場合

は、発表基準を引き下げる。 

  (2) [略] 

 ３～５ [略] 

第７～第８ [略] 

 

 

第18節 土砂災害予防計画 

 

第１～第３ ［略］ 

第４ 土砂災害防止対策の推進 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

○ [略] 

 ○ 国土交通省及び地方公共団体は、土砂・流

木による被害の危険性が高い中小河川にお

いて、土砂・流木捕捉効果の高い透過型砂防

堰堤等の整備を実施する。 

第５ [略] 

第６ 土砂災害警戒情報の発表 

１ 目的及び発表機関 

  ○ 大雨警報（土砂災害）が発表されてい

る場合において、大雨による土砂災害の

発生の危険度が更に高まったときに、市

長の避難勧告や住民の自主避難の判断を

支援するため、対象となる市町村を特定

して警戒を呼びかける情報で、県と盛岡

地方気象台が共同で発表する。 

 ２ 発表・解除基準 

(1) 発表基準 

    大雨警報（土砂災害）が発表されてい

る場合において、気象庁が作成する降雨

予測に基づく値が５km メッシュごとの監

視基準（土砂災害発生避難基準線）に達

したときに、県と盛岡地方気象台は、協

議の上、そのメッシュを含む市町村単位

で土砂災害警戒情報を発表する。 

また、地震等により地盤が脆弱になっ

ている可能性が高くなり、土砂災害の危

険性が現状よりも高いと考えられる場合

は、発表基準を引き下げる。 

  (2) [略] 

 ３～５ [略] 

第７～第８ [略] 

 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 所要の修正 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

第20節 林野火災予防計画 

 

第１ [略] 

第２ 林野火災防止対策の推進 

１～２ [略] 

３ 予防及び初期消火体制の整備 

 ○ ジェットシューター、軽可搬ポンプ等の

初期消火資機材を配備し、関係機関及び団

体が常備する。 

 ○ [略] 

４～５ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第20節 林野火災予防計画 

 

第１ [略] 

第２ 林野火災防止対策の推進 

１～２ [略] 

３ 予防及び初期消火体制の整備 

 ○ 背負い式消火水のう、軽可搬ポンプ等の

初期消火資機材を配備し、関係機関及び団

体が常備する。 

 ○ [略] 

４～５ [略] 

修正 

理由 

○ 所要の修正（一般名称に修正（ジェットシューターは芦森工業株式会社の商品名）） 
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本編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-2-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-57 

第24節 事業継続対策計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 企業等は、災害時の企業等の果たす役割

（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の

継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認

識し、自ら防災体制の整備や防災訓練に努め

るなど防災力向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 ２～３ [略] 

第２ [略] 

第３ 企業等の防災活動の推進 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第24節 事業継続対策計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 企業等は、災害時の企業等の果たす役割

（生命の安全確保、二次災害の防止、事業の

継続、地域貢献・地域との共生）を十分に認

識し、自らの自然リスクを把握するととも

に、リスクに応じた、リスクコントロールと

リスクファイナンスの組み合わせによるリ

スクマネジメントの実施に努めるものとす

る。具体的には、自ら防災体制の整備や防災

訓練、損害保険等への加入や融資枠の確保等

による資金の確保に努めるなど防災力向上

を図る。 

 ２～３ [略] 

第２ [略] 

第３ 企業等の防災活動の推進 

 ○ [略] 

 ○ [略] 

 ○ 企業は、地震発生時における施設の利用者

等の安全確保や機械の停止等により被害の

拡大防止を図るため、緊急地震速報受信装置

等の積極的活用を図るよう努めるものとす

る。 

 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-3 

 

 

1-3-4 

1-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 活動体制計画 

 

第１ 基本方針 

 １～２ [略] 

 ３ 災害応急対策の総合的かつ円滑な実施

を図るため、県、市その他の防災関係機関

は、あらかじめ連絡調整窓口、連絡方法等

を確認するとともに、連絡調整のための職

員を相互に派遣することなどにより情報

共有を図るなど、相互の連携を強化し、応

援協力体制の整備を図る。 

 

 

 ４～６ [略] 

第２ 活動体制 

 [略] 

 １ 災害警戒本部 

  ○ [略] 

(1) [略] 

  (2) 組織 

○ 災害警戒本部の組織は、次のとおり

である。 

副本部長 

総務課長 

（防災管理室次長） 

   ○ [略] 

  (3)～(5) [略] 

 ２ 市本部 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  (1) [略] 

  (2) 組織 

   ○ 市本部の組織は、次のとおりである。 

 

本部員 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 活動体制計画 

 

第１ 基本方針 

 １～２ [略] 

 ３ 災害応急対策の総合的かつ円滑な実施

を図るため、県、市その他の防災関係機関

は、あらかじめ連絡調整窓口、連絡方法等

を確認するとともに、連絡調整のための職

員を相互に派遣することなどにより情報

共有を図るなど、相互の連携を強化し、応

援協力体制の整備を図る。 

   また、相互支援体制や連携体制の整備に

当たっては、実効性の確保に留意する。 

 ４～６ [略] 

第２ 活動体制 

 [略] 

 １ 災害警戒本部 

  ○ [略] 

(1) [略] 

  (2) 組織 

○ 災害警戒本部の組織は、次のとおり

である。 

副本部長 

防災管理室次長 

○ [略] 

  (3)～(5) [略] 

 ２ 市本部 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  (1) [略] 

  (2) 組織 

   ○ 市本部の組織は、次のとおりである。 

 

本部員 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 部 長 
(防災管理室長) 
災害復興局長 
企画政策部長 
生活福祉部長 
地域包括ケア推進室長 
商工港湾部長 
観光推進室長 
農林水産部長 

総 務 部 長 
(防災管理室長) 
災害復興局長 
企画政策部長 
市民協働準備室長 
生活福祉部長 
地域包括ケア推進室長 
商工港湾部長 
観光推進室長 
農林水産部長 
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   ア～オ [略] 

  (3)～(4) [略] 

 ３ [略] 

第３～第６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

ア～オ [略] 

  (3)～(4) [略] 

 ３ [略] 

第３～第６ [略] 

修正 

理由 

○ 所要の修正 

 

都市整備部長 
会 計管理 者 
水道事業所長 
教 育 次 長 
議会事務局長 
消 防 署 長 
市本部長の指名する職員 

都市整備部長 
会 計管理 者 
水道事業所長 
教 育 次 長 
議会事務局長 
消 防 次 長 
市本部長の指名する職員 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-15 

 

 

1-3-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 気象予報・警報等の伝達計画 

 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 気象予報・警報等の種類及び伝達 

(1) 気象予報・警報等の種類 

[略] 

（気象業務法に基づくもの） 

ア 情報の種類 

種  類 内   容 

気

象

に

関

す

る

情

報 

[略] [略] 

記録的短

時間大雨

情報 

県内で数年に一度程度し

か発生しないような猛烈な

短時間の大雨を観測（地上の

雨量計による観測）又は解析

（気象レーダーと地上の雨

量計を組み合わせた分析）し

たときに、県気象情報の一種

として発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂災害

警戒情報 

（備考１） 

大雨警報（土砂災害）又は

大雨特別警報（土砂災害）が

発表されている状況で、土砂

災害が発生するおそれが高

まったときに、市町村長が避

難勧告等を発令する際の判

断や住民の自主避難の参考

となるよう、県と盛岡地方気

象台が共同で発表する。 

竜巻注意

情報 

積乱雲の下で発生する竜

巻、ダウンバースト等による

激しい突風に対して注意を

呼びかける気象情報で、雷注

意報が発表されている状況

第２節 気象予報・警報等の伝達計画 

 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 気象予報・警報等の種類及び伝達 

(1) 気象予報・警報等の種類 

[略] 

（気象業務法に基づくもの） 

ア 情報の種類 

種  類 内   容 

気

象

に

関

す

る

情

報 

[略] [略] 

記録的短

時間大雨

情報 

県内で大雨警報発表中に

数年に一度程度しか発生し

ないような猛烈な短時間の

大雨を観測（地上の雨量計に

よる観測）又は解析（気象レ

ーダーと地上の雨量計を組

み合わせた分析）したとき

に、県気象情報の一種として

発表する。この情報が発表さ

れたときは、土砂災害や低地

の浸水、中小河川の増水・氾

濫といった災害発生につな

がるような猛烈な雨が降っ

ている状況であり、実際に災

害発生の危険度が高まって

いる場所については、警報の

「危険度分布」で確認するこ

とができる。 

土砂災害

警戒情報 

（備考１） 

大雨警報（土砂災害）発表

中に、大雨による土砂災害の

危険度が更に高まったとき

に、市町村長の避難勧告等や

住民の自主避難の判断を支

援するため、対象となる市町

村を特定して警戒を呼びか

ける情報で、県と盛岡地方気

象台が共同で発表する。 

竜巻注意

情報 

積乱雲の下で発生する竜

巻、ダウンバースト等による

激しい突風に対して注意を

呼びかける気象情報で、雷注

意報が発表されている状況
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1-3-18 

下において竜巻等の激しい

突風の発生する可能性が高

まったときに、１時間を有効

期間として内陸、沿岸北部、

沿岸南部単位で発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考１ [略] 

イ 注意報の種類と発表基準 

種  類 発 表 基 準 

気

象

注

意

報 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

洪水注意報  [略] 

○ 流域雨量指数基準：綾里

川流域＝5.7、後ノ入川流

域＝5.6、盛川流域19.3、

須崎川流域＝5.3、中井川

流域＝2.6、立根川流域＝

5.9 

 

○ 複合基準（表面雨量指

数、流域雨量指数の組み合

下において竜巻等の激しい

突風の発生しやすい気象状

況になっている時に、内陸、

沿岸北部、沿岸南部単位で発

表する。なお、実際に危険度

が高まっている場所につい

ては竜巻発生確度ナウキャ

ストで発表する。また、竜巻

の目撃情報を得られた場合

には、目撃情報があった地域

を示し、その周辺で更なる竜

巻等の激しい突風が発生す

るおそれが非常に高まって

いる旨を内陸、沿岸北部、沿

岸南部単位で発表する。この

情報の有効期間は、発表から

概ね１時間である。 

備考１ [略] 

イ 注意報の種類と発表基準 

種  類 発 表 基 準 

気

象

注

意

報 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

洪水注意報  [略] 

○ 流域雨量指数基準：甫嶺

川流域=6.9、綾里川流域

=5.7、後ノ入川流域=5.6、

盛川流域=19.3、須崎川流

域=5.3、中井川流域=2.6、

立根川流域=5.9、小通川流

域=4.6、鷹生川流域=8.1 

○ 複合基準 (表面雨量指

数、流域雨量指数の組み合
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1-3-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

わせによる基準値）：後ノ

入川流域＝（5、5.6）、盛

川流域＝（5、19.3） 

 

 

 

[略] [略] 

[略] [略] 

備考１～４ [略] 

 

ウ 警報の種類と発表基準 

種  類 発 表 基 準 

気

象

警

報 

[略] [略] 

[略] [略] 

大雨警報 

（備考

２） 

大雨により重大な災害が

発生するおそれあると予想

され、次の条件に該当する場

合 

○ 浸水害：表面雨量指数基

準 13 

○ 土砂災害・土壌雨量指数

基準 119 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

洪水警報 

（備考３） 

大雨、長雨、融雪などによ

り河川が増水し、重大な災害

が発生するおそれがあると

予想され、大船渡市内で次の

基準に到達することが予想

される場合 

○ 流域雨量指数基準：綾里

川流域＝8.2、後ノ入川流

域＝7、盛川流域＝24.2、須

崎川流域 7.5、中井川流域

＝3.7、立根川流域＝8.4 

 

 

[略] [略] 

[略] [略] 

備考１～５ [略] 

 

 

 

 

わせによる基準値):甫嶺川

流域=(6、5.5)、後ノ入川

流域=(5、5.6)、盛川流域

=(5、19.3)、小通川流域

=(7、4.1)、鷹生川流域=(6、

6.5) 

[略] [略] 

[略] [略] 

備考１～４ [略] 

 

ウ 警報の種類と発表基準 

種  類 発 表 基 準 

気

象

警

報 

[略] [略] 

[略] [略] 

大雨警報 

（備考

２） 

大雨により重大な災害が

発生するおそれあると予想

され、次の条件に該当する場

合 

○ 浸水害：表面雨量指数基

準 12 

○ 土砂災害・土壌雨量指数

基準 119 

[略] [略] 

[略] [略] 

[略] [略] 

洪水警報 

（備考３） 

大雨、長雨、融雪などによ

り河川が増水し、重大な災害

が発生するおそれがあると

予想され、大船渡市内で次の

基準に到達することが予想

される場合 

○ 流域雨量指数基準：甫嶺

川流域=8.7、綾里川流域

=8.2、後ノ入川流域=7、盛

川流域=24.2、須崎川流域

=7.5、中井川流域=3.7、立

根川流域=8.4、小通川流域

=5.8、鷹生川流域=10.2 

[略] [略] 

[略] [略] 

備考１～５ [略] 

備考６ ５日先までの警報級の現象の可能性が、

[高]、[中]の２段階で発表される。当日か

ら翌日にかけては時間帯を区切って、天

気予報の対象地域と同じ発表単位で、２
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日先から５日先にかけては日単位で、週

間天気予報の対象地域と同じ発表単位

（内陸、沿岸北部、沿岸南部）で発表され

る。 

備考７ 警報の危険度分布等の概要は次のとお

りである。 

種  類 概   要 

土砂災害警戒

判定メッシュ

情報 

大雨による土砂災害発生の

危険度の高まりの予測を、地

図上で５km 四方の領域ごと

に５段階に色分けして示す

情報。２時間先までの雨量分

布及び土壌雨量指数の予測

を用いて常時10分毎に更新

している。 

大雨警報（土砂災害）が発表

され、土砂災害によって命が

脅かされる危険性が認めら

れる土砂災害危険箇所や土

砂災害警戒区域（以下「土砂

災害警戒区域等」）に「警戒」

（赤色）が出現した場合は、

当該領域に「避難準備・高齢

者等避難開始」、さらに、土

砂災害警戒情報等が発表さ

れ、「土砂災害警戒区域等」

に「非常に危険」（薄い紫色）

が出現した場合は、当該領域

に「避難勧告」を発令するこ

とが基本となる。 

大雨警報（浸水

害）の危険度分

布 

短時間強雨による浸水害発

生の危険度の高まりの予測

を、地図上で１km 四方の領

域ごとに５段階に色分けし

て示す情報。１時間先前まで

の表面雨量指数の予測を用 

いて常時10分毎に更新して

おり、大雨警報（浸水害）等

が発表されたときに、どこで

危険度が高まるかを面的に

確認することができる。 

洪水警報の危

険度分布 

 

指定河川洪水予報の発表対 

象ではない中小河川（水位周 

知河川及びその他河川）の洪

水害発生の危険度の高まり
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の予測を、地図上で概ね１km

ごとに５段階に色分けして

示す情報。３時間先までの流

域雨量指数の予測を用いて

常時10分毎に更新しており、

洪水警報等が発表されたと

きに、どこで危険度が高ま 

るかを面的に確認すること

ができる。 

河川の水位が水防団待機水

位を越えている場合は、該当

領域に「警戒」（赤色）が出

現した時点で「避難準備・高

齢者避難開始」、氾濫注意水

位を越えている場合は、該当

領域に「非常に危険」（薄い

紫色）が出現した時点で「避

難勧告」を発令することが基

本となる。 

流域雨量指数

の予測値 

水位周知河川及びその他河

川の各河川を対象として、上 

流域での降雨によって、下流

の対象地点の洪水危険度が

どれだけ高まるかを示した

情報。６時間先までの雨量分

布の予測（降水短時間予報

等）を取り込んで、流域に降

った雨が河川に集まり流れ

下る量を計算して指数化し

た「流域雨量指数」について、

洪水警報等の基準への到達

状況に応じて危険度を色分

けし時系列で表示したもの

を、常時10分毎に更新してい

る。 

水位周知河川やその他の河

川（洪水予報河川を除く）に

おいては、水防団待機水位

（又は氾濫注意水位）を越

え、かつ、流域雨量指数の予

測値が警報基準に達する場

合は「避難準備・高齢者避難

開始」、氾濫注意水位（又は

避難判断水位）を越え、かつ、

流域雨量指数の予測値が警
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1-3-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-22 

 

 

 

 

1-3-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ [略] 

 オ 地震動の警報及び地震情報の種類 

    (ア) [略] 

       (イ) 地震情報の種類と内容 

種類 発表基準 内   容 

震 度 速

報 

[略]  地震発生約１分半後

に、震度３以上を観測

した地域名（全国を約

190 地域に区分）と地

震の揺れの発現時刻を

速報 

[略] [略] [略] 

震源・震

度 に 関

す る 情

報 

[略]  地震の発生場所（震

源）やその規模（マグ

ニチュード）、震度３以

上の地域名と市町村名

を発表 

 震度５弱以上と考え

られる地域で、震度を

入手していない地点が

ある場合は、その市町

村名を発表 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

  (ウ)  [略] 

 カ 津波警報等の種類 

    (ア) 津波警報等の種類と内容 

      ○ [略] 

      ○ [略] 

      （津波警報等の種類と発表される津 

波の高さ等の表） 

 

(イ) 津波情報の種類と内容 

  [略] 

（津波情報の種類と発表内容の表） 

 

 

     （※１）・[略] 

          ・[略] 

      

報基準を大きく超過する場

合は「避難勧告」を発令する

ことが基本となる。 

エ [略] 

 オ 地震動の警報及び地震情報の種類 

    (ア) [略] 

       (イ) 地震情報の種類と内容 

種類 発表基準 内   容 

震 度 速

報 

[略]  地震発生約１分半後

に、震度３以上を観測

した地域名（全国を約

188 地域に区分）と地

震の揺れの検知時刻を

速報 

[略] [略] [略] 

震源・震

度 に 関

す る 情

報 

[略]  地震の発生場所（震

源）やその規模（マグ

ニチュード）、震度３以

上の地域名と市町村毎

の観測した震度を発表 

 震度５弱以上と考え

られる地域で、震度を

入手していない地点が

ある場合は、その市町

村名を発表 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

 (ウ)  [略] 

カ 津波警報等の種類 

    (ア) 津波警報等の種類と内容 

      ○ [略] 

      ○ [略] 

      （津波警報等の種類と発表される津 

波の高さ等の表） 

 →別表１のとおり修正 

(イ) 津波情報の種類と内容 

[略] 

  （津波情報の種類と発表内容の表） 

   →別表２のとおり修正 

 

（※１）・[略] 

          ・[略] 
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1-3-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※２）・[略] 

・[略] 

・[略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ウ) [略] 

キ [略] 

(2) 伝達系統 

         ・最大波の観測値の発表内容

は次のとおり。 

警報・注

意 報 の

発 表 状

況 

観測され

た津波の

高さ 

内容 

大 津 波

警 報 を

発表中 

１ｍ超 数値で発表 

１ｍ以下 「観測中」と発表 

津 波 警

報 を 発

表中 

0.2ｍ以上 数値で発表 

0.2ｍ未満 「観測中」と発表 

津 波 注

意 報 を

発表中 

（すべて

の場合） 

数値で発表（津波の高

さがごく小さい場合は

「微弱」と表現。） 

     （※２）・[略] 

・[略] 

・[略] 

・ 最大波の観測値及び推定

値の発表内容（沿岸から

100km 程度以内にある沖合

の観測点）は次のとおり。 

警報・注

意 報 の

発 表 状

況 

沿岸で推

定される

津波の高

さ 

内容 

大 津 波

警 報 を

発表中 

３ｍ超 沖合での観測値、沿岸

での推定値数値で発

表 

３ｍ以下 沖合での観測値を「観

測中」、沿岸での推定値

を「推定中」と発表 

津 波 警

報 を 発

表中 

１ｍ超 沖合での観測値、沿岸

での推定値とも数値で

発表 

１ｍ以下 沖合での観測値を「観

測中」、沿岸での推定値

を「推定中」と発表 

津 波 注

意 報 を

発表中 

（すべて

の場合） 

沖合での観測値、沿岸

での推定値とも数値で

発表 

   (ウ) [略] 

キ [略] 

 (2) 伝達系統 
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1-3-25     （伝達系統の表） 

   

(3)～(6) [略] 

 ２ [略] 

  （伝達系統の表） 

     →別表３のとおり修正 

  (3)～(6) [略] 

 ２ [略] 

修正 

理由 

○ 気象情報関連の修正 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

1-3-22 現   計   画 

別表１ 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警

報等の

種類 

発表基準 
津波の高さ予想の

区分 

発表される津波

の高さ 

津波警報等を見聞きした場

合にとるべき行動 

数値で

の発表 

定性的

表現で

の発表 

大津波

警報 

予想される津

波の高さが高

いところで３

ｍを超える場

合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超 

巨大 

陸域に津波が及び浸水する

おそれがあるため、沿岸部

や川沿いにいる人は、ただ

ちに高台や避難ビルなど安

全な場所へ避難する。 

警報が解除されるまで安全

な場所から離れない。 

５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ 

津波警

報 

予想される津

波の高さが高

いところで１

ｍを超え、３ｍ

以下の場合 

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い 

津波注

意報 

予想される津

波の高さが高

いところで 0.2

ｍ以上、１ｍ以

下の場合であ

って、津波によ

る災害のおそ

れがある場合 

0.2ｍ≦高さ≦１ｍ １ｍ 
表記 

なし 

陸域では避難の必要はな

い。海の中にいる人はただ

ちに海から上がって、海岸

から離れる。海水浴や磯釣

りは危険なので行わない。 

注意報が解除されるまで海

に入ったり海岸に近付いた

りしない。 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

1-3-22 修   正   案 

別表１ 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警

報等の

種類 

発表基準 

発表される津波の高さ 想定されるべき被害と取

るべき行動 数値での発表 

（津波の高さ予想の区

分） 

巨大地震の

場合の発表 

大 津 波

警報 

予想される津

波の高さが高

いところで３

ｍを超える場

合 

10ｍ超 

（10ｍ＜予想高さ） 

巨大 

（巨大） 

木造家屋が全壊・流出し、

人は津波による流れに巻

き込まれる。沿岸部や川沿

いにいる人は、ただちに高

台や津波避難ビルなど安

全な場所へ避難する。警報

が解除されるまで安全な

場所から離れない。 

（高い） 

標高の低いところでは津

波が襲い、浸水被害が発生

する。人は津波による流れ

に巻き込まれる。沿岸部や

川沿いにいる人はただち

に高台や津波避難ビルな

ど安全な場所へ避難する。

警報が解除されるまで安

全な場所から離れない。 

10ｍ 

（５ｍ＜予想高さ≦10

ｍ） 

５ｍ 

（３ｍ＜予想高さ≦５

ｍ） 

津 波 警

報 

予想される津

波の高さが高

いところで１

ｍを超え、３

ｍ以下の場合 ３ｍ 

（１ｍ＜予想高さ≦３ｍ） 
高い 

津 波 注

意報 

予想される津

波の高さが高

い と こ ろ で

0.2ｍ以上、１

ｍ以下の場合

であって、津

波による災害

のおそれがあ

る場合 

１ｍ 

（0.2ｍ≦予想高さ≦１

ｍ） 

(表記しない) 

海の中では人は速い流れ

に巻き込まれ、また、養殖

いかだが流出し小型船舶

が転覆する。海の中にいる

人はただちに海から上が

って、海岸から離れる。海

水浴や磯釣りは危険なの

で行わない。注意報が解除

されるまで海に入ったり

海岸に近付いたりしない。 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

1-3-23 現   計   画 

別表２ 

津波情報の種類と発表内容 

 情報の種類 発 表 内 容 

津

波

情

報 

津波到達予想時刻・予想さ

れる津波の高さに関する

情報 

 各津波予報区の津波の到達予想時刻や予想される

津波の高さを５段階の数値（メートル単位）又は２

種類の定性的表現で発表 

各地の満潮時刻・津波到達

予想時刻に関する情報 

 主な地点の満潮時刻や津波の到達予想時刻を発表 

津波観測に関する情報 

 

 沿岸で観測した津波の時刻や高さを発表（※１） 

沖合の津波観測に関する

情報 

 沖合で観測した津波の時刻や高さ、及び沖合の観

測値から推定される沿岸での津波の到達時刻や高さ

を津波予報区単位で発表（※２） 

津波に関するその他の情

報 

 津波に関するその他必要な事項を発表 

 

 

 

 



27 

本編 第３章 災害応急対策計画 

1-3-23 修   正   案 

別表２ 

津波情報の種類と発表内容 

情報の種類 発 表 内 容 留意事項 

津波到達予想時刻・

予想される津波の高

さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予

想時刻や予想される津波の高さ

を５段階の数値（メートル単位）

又は「巨大」や「高い」という言

葉で発表 

 津波到達予想時刻は、津波予報区のな

かで最も早く津波が到達する時刻であ

る。同じ予報区のなかでも場所によって

は、この時刻よりも数十分、場合によっ

ては１時間以上遅れて津波が襲ってくる

ことがある。 

 津波の高さは、一般的に地形の影響等

のため場所によって大きく異なることか

ら、局所的に予想される津波の高さより

高くなる場合がある。 

各地の満潮時刻・津

波到達予想時刻に関

する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の

到達予想時刻を発表 

 津波と満潮が重なると、潮位の高い状

態に津波が重なり、被害がより大きくな

る場合がある。 

津波観測に関する情

報 

 

沿岸で観測した津波の時刻や

高さを発表（※１） 

 津波による潮位変化（第一波の到達）

が観測されてから最大波が観測されるま

でに数時間以上かかることがある。 

 場所によっては、検潮所で観測した津

波の高さよりも更に大きな津波が到達し

ているおそれがある。 

沖合の津波観測に関

する情報 

沖合で観測した津波の時刻や

高さ、及び沖合の観測値から推定

される沿岸での津波の到達時刻

や高さを津波予報区単位で発表

（※２） 

 津波の高さは、沖合での観測値に比べ、

沿岸ではさらに高くなる。 

 津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波

観測に関する情報」が発表されてから沿

岸に津波が到達するまで５分とかからな

い場合もある。また、地震の発生場所に

よっては、情報の発表が津波の到達に間

に合わない場合もある。 

津波に関するその他

の情報 

津波に関するその他必要な事

項を発表 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

1-3-25 現   計   画 

別表３ 

伝達系統の表 

種  類 発 表 機 関 伝  達  系  統 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

津波警報等 [略] [略] 

地震及び津波に関する情報 気象庁及び盛岡地

方気象台 

地震及び津波に関する情報伝達系統図

（資料編３－２－６）のとおり。 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

1-3-25 修   正   案 

別表３ 

伝達系統の表 

種  類 発 表 機 関 伝  達  系  統 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

大津波警報・津波警報・津波注意報 [略] [略] 

津波に関する情報 気象庁 地震及び津波に関する情報伝達系統図

（資料編３－２－６）のとおり。 

地震に関する情報 気象庁本庁等 地震及び津波に関する情報伝達系統図

（資料編３－２－６）のとおり。 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 

[略] [略] [略] 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-49 

 

1-3-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-52 

 

 

 

 

 

第６節 交通確保・輸送計画 

 

第１ 基本方針 

１～３ [略] 

４ 緊急輸送の実施に当たっては、陸上輸送、

海上輸送及び航空輸送の有機的な連携を図

る。 

なお、物資の輸送に当たっては、県及び市

の物資集積・輸送拠点を経て、各避難場所等

へ物資が届けられるよう緊急輸送ネットワ

ークの形成を図る。 

５ [略] 

 

 

 

 

第２ [略] 

第３ 交通確保 

 １～４ [略] 

 ５ 交通規制 

  (1) 実施区分 

   ○ [略] 

    ア 第１次交通規制 

災害が発生した直後における緊急の

措置として、被災地を結ぶ緊急輸送道

路において、緊急自動車、緊急通行車

両及び規制除外車両であるとの確認

を受けた車両（以下本節中「緊急通行

車両等」という。）以外の車両の全方

向への通行を禁止する。 

    イ～ウ [略] 

  (2)～(3)  [略] 

  (4) 報告の系統 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

    交通規制連絡系統図 

     国管理道路 

 岩手河川国道事務所 

 三陸国道事務所 

  

(5) [略] 

第６節 交通確保・輸送計画 

 

第１ 基本方針 

１～３ [略] 

４ 緊急輸送の実施に当たっては、陸上輸送、

海上輸送及び航空輸送の有機的な連携を図

る。 

なお、物資の輸送に当たっては、県及び市

の物資集積・輸送拠点を経て、各指定避難場

所等へ物資が届けられるよう緊急輸送ネッ

トワークの形成を図る。 

５ [略] 

６ 災害時も含めた安定的な輸送を確保する

ため、国土交通省は物流上、重要な道路輸送

網を「重要物流道路」として指定し、機能強

化、重点支援を実施する。 

第２ [略] 

第３ 交通確保 

 １～４ [略] 

 ５ 交通規制 

  (1) 実施区分 

   ○ [略] 

    ア 第１次交通規制 

災害が発生した直後における緊急の

措置として、被災地を結ぶ緊急輸送道

路において、緊急自動車、緊急通行車

両及び規制除外車両であるとの確認

を受けた車両（以下本節中「緊急通行

車両等」という。）以外の車両の全方

向への通行を禁止し、又は制限する。 

    イ～ウ [略] 

  (2)～(3)  [略] 

  (4) 報告の系統 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

   ○ [略] 

    交通規制連絡系統図 

     国管理道路 

 岩手河川国道事務所 

 三陸国道事務所 

 南三陸国道事務所 

(5) [略] 
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1-3-53  ６ 災害時における車両の移動 

  ○ 道路管理者は、放置車両等が発生した場

合において、緊急通行車両の通行を確保す

るため必要があると認めるときは、その管

理する道路について区間を指定し、当該放

置車両等の運転手等に対し車両の移動等

の命令を行う。この場合において、運転手

等がいない場合等には、道路管理者は、自

ら車両等の移動等を行う。 

 

 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車

両の通行禁止等を行うため必要があると

認めるときは、道路管理者に対し、緊急通

行車両の通行を確保するための区間の指

定、放置車両等の移動等について要請す

る。 

  ○ [略] 

第４ [略] 

 

 ６ 災害時における車両の移動 

  ○ 道路管理者、港湾管理者又は漁港管理者

は、放置車両等が発生した場合において、

緊急通行車両の通行を確保するため必要

があると認めるときは、その管理する道路

について区間を指定し、当該放置車両等の

運転手等に対し車両の移動等の命令を行

う。この場合において、運転手等がいない

場合等には、道路管理者、港湾管理者又は

漁港管理者は、自ら車両等の移動等を行

う。 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ 県公安委員会は、緊急通行車両以外の車

両の通行禁止等を行うため必要があると

認めるときは、道路管理者、港湾管理者又

は漁港管理者に対し、緊急通行車両の通行

を確保するための区間の指定、放置車両等

の移動等について要請する。 

  ○ [略] 

第４ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 所要の修正 

  



32 

本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-62 第９節 相互応援協力計画 

 

第１ 基本方針 

１～２ [略] 

３ 県、市その他の防災関係機関は、その所管

事務に関係する団体等と応援協定の締結を

進め、また、あらかじめ応援部隊の活動拠点

を確保し、訓練を実施するなど、日頃から、

災害時において、協力を得られる体制の整備

に努める。 

なお、応援協定の締結に当たっては、近隣

のみならず、遠方の地方公共団体や関係機関

との協定締結も考慮する。 

 

 

４ [略] 

５ 県、市その他の防災関係機関は、応援計画

や受援計画を定めるよう努め、また、応援・

受援に関する連絡・要請方法の確認や応援部

隊の活動拠点の確保等を図り、訓練を実施す

るなど、日頃から、災害時において、協力を

得られる体制の整備に努める。 

 

第２～第３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９節 相互応援協力計画 

 

第１ 基本方針 

１～２ [略] 

３ 県、市その他の防災関係機関は、その所管

事務に関係する団体等と応援協定の締結を

進め、また、あらかじめ応援部隊の活動拠点

を確保し、訓練を実施するなど、日頃から、

災害時において、協力を得られる体制の整備

に努める。 

なお、応援協定の締結に当たっては、近隣

のみならず、遠方の地方公共団体や関係機関

との協定締結も考慮する。 

また、協定締結などの連携強化に当たって

は、実効性の確保に留意するものとする。 

４ [略] 

５ 県、市その他の防災関係機関は、応援計画

や受援計画を定めるよう努め、また、応援・

受援に関する連絡・要請方法の確認や応援部

隊の活動拠点の確保等を図り、訓練を実施す

るなど、実効性の確保に努め、日頃から、災

害時において、協力を得られる体制の整備に

努める。 

第２～第３ [略] 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-75 

 

 

 

 

1-3-77 

第11節 防災ボランティア活動計画 

 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

 １ [略] 

 ２ 防災ボランティアの受入れ 

  ○ 県本部長及び市本部長は、社会福祉協議

会、被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等

のボランティア団体等と、情報を共有する

場を設置するなどし、被災者のニーズや支

援活動の全体像を把握し、連携のとれた支

援活動を展開するよう努めるとともに、ボ

ランティアを行っている者の生活環境に

ついて配慮する。 

 

 

 

 

○ [略] 

 ３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第11節 防災ボランティア活動計画 

 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

 １ [略] 

 ２ 防災ボランティアの受入れ 

  ○ 県本部長及び市本部長は、社会福祉協議

会、被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等

のボランティア団体及びＮＰＯ等との連 

携を図るとともに、中間支援組織（ボラン

ティア団体、ＮＰＯ団体等の活動支援やこ

れらの異なる組織の活動調整を行う組織）

を含めた連携体制構築を図り、情報を共有

する場を設置するなどし、被災者のニーズ

や支援活動の全体像を把握する。これによ

り、連携のとれた支援活動を展開するよう

努めるとともに、ボランティアを行ってい

る者の生活環境について配慮する。 

○ [略] 

 ３ [略] 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-80 

 

 

 

 

 

第13節 災害救助法の適用計画 

 

第１ 基本方針 

 １～２ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

第２～第４ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

第13節 災害救助法の適用計画 

 

第１ 基本方針 

 １～２ [略] 

 ３ 県及び市は、災害発生時の迅速かつ円滑な

救助の実施体制の構築に向けて、あらかじめ

救助に必要な施設、設備、人員等について意

見交換を行うとともに、事務委任制度や救助

実施市制度の積極的な活用により役割分担

を明確化するなど、調査を行っておくものと

する。 

第２～第４ [略] 

 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-83 

 

 

 

 

1-3-84 

 

 

 

 

 

 

1-3-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14節 避難・救出計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

 １～３ [略] 

 ４ 避難所の設置、運営 

実施機関 担当業務 

市本部長 避難所の設置、運営 

[略] [略] 

 ５ [略] 

第３ 実施要領 

１～３ [略] 

 ４ 避難場所の開設 

○ 市本部長は、避難勧告等を発令した場合

は、必要に応じ、災害の種類に応じた避難

場所を開設する。 

○ 市本部長は、避難場所を開設した場合

は、開設日時及び場所等について、住民等

に周知する。 

○ 市本部長は、避難場所の開設を地域の自

主防災組織や自治会等と連携して行うな

ど、迅速な開設に努める。 

５ 避難所の設置、運営 

  (1) 避難所の設置 

○ [略] 

○ 市本部長は、あらかじめ定める避難計

画に従い避難所を設置した場合、食料、

水、毛布、医薬品、仮設トイレ、テレビ

等、避難生活に必要な物資等を調達す

る。 

○ 市本部長は、当市が設置する避難所だ

けでは対応できない場合においては、次

の方法により避難所を確保する。 

 

    ア 他の市町村長と協議し、当該市町村

に避難所の設置及び運営を委託し、又

は建物若しくは土地を借上げて避難

所を設置する。 

    イ 県本部長と協議し、県有の施設又は

民間アパート等を避難所とする。 

    ウ 市長は、近隣市町からの要請におい

ては、その受入れ体制を整備するとと

もに、当該避難所の運営に協力する。 

第14節 避難・救出計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

 １～３ [略] 

 ４ 指定避難所の設置、運営 

実施機関 担当業務 

市本部長 指定避難所の設置、運営 

[略] [略] 

 ５ [略] 

第３ 実施要領 

１～３ [略] 

 ４ 避難場所の開放 

○ 市本部長は、避難勧告等を発令した場合

は、必要に応じ、災害の種類に応じた避難

場所を開放する。 

○ 市本部長は、避難場所を開放した場合

は、開放日時及び場所等について、住民等

に周知する。 

○ 市本部長は、避難場所の開放を地域の自

主防災組織や自治会等と連携して行うな

ど、迅速な開放に努める。 

５ 指定避難所の設置、運営 

  (1) 指定避難所の設置 

○ [略] 

○ 市本部長は、あらかじめ定める避難計

画に従い、指定避難所を設置した場合

は、食料、水、毛布、医薬品、仮設トイ

レ、テレビ等、避難生活に必要な物資等

を調達する。 

○ 市本部長は、当市が設置する指定避難

所だけでは対応できない場合において

は、次の方法により、指定避難所の確保

に努める。 

    ア 他の市町村長と協議し、当該市町村

に避難所の設置及び運営を委託し、又

は建物若しくは土地を借上げて指定

避難所を設置する。 

    イ 県本部長と協議し、県有の施設又は

民間アパート等を指定避難所とする。 

    ウ 市長は、近隣市町からの要請におい

ては、その受入れ体制を整備するとと

もに、当該指定避難所の運営に協力す



36 

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-92 

      また、市本部長は、職員の内から管

理者を定め、当該避難所の運営に当た

る。 

 

   ○ [略] 

    ア [略] 

    イ 開設箇所数及び各避難所の避難 

 者数 

ウ [略] 

   ○ 避難所での受入れの対象となる者は、

次に掲げる者とする。 

    [略] 

○ 市本部長は、避難所の電気、水道等の

ライフラインの回復に時間を要すると

見込まれる場合や、道路の途絶による孤

立が続くと見込まれる場合は、当該地域

に避難所を設置・維持することの適否を

検討し、必要な措置を講じる。 

 

○ 市本部長は、避難所の設置を地域の自

主防災組織や自治会等と連携して行う

など、迅速な設置に努める。 

(2) 避難所の運営 

   ○ 市本部長は、あらかじめ定める避難計

画及びその作成した避難所の設置及び

運営に係るマニュアルに従い、避難所の

円滑な運営に努める。この場合におい

て、避難者の生活環境が常に良好なもの

となるよう、保健師、管理栄養士等によ

る巡回や岩手県災害派遣福祉チームの

活用を通じて、その状況把握に努め、必

要な対策を講じる。 

   ○ 市本部長は、避難所の管理者等と連携

を図り、安否情報、食料、生活必需品等

の配給及び被災者生活支援等に関する

情報を提供するものとし、避難者が適切

に情報を得られるよう、活用する媒体に

配慮する。 

   ○ [略] 

   ○ 市本部長は、避難所における生活が長

期化すると認められる場合は、避難者の

協力を得ながら次の措置をとる。 

    ア～オ [略] 

    カ 避難所のパトロールの実施等によ

る。 

      また、市本部長は、職員の内から管

理者を定め、当該指定避難所の運営に

当たる。 

   ○ [略] 

ア [略] 

    イ 開設箇所数及び各指定避難所の避

難者数 

ウ [略] 

   ○ 指定避難所での受入れの対象となる

者は、次に掲げる者とする。 

    [略] 

○ 市本部長は、指定避難所の電気、水道

等のライフラインの回復に時間を要す

ると見込まれる場合や、道路の途絶によ

る孤立が続くと見込まれる場合は、あら

かじめ指定避難所に指定されていたと

しても原則として開設しないものとす

る。 

○ 市本部長は、指定避難所の設置を地域

の自主防災組織や自治会等と連携して

行うなど、迅速な設置に努める。 

(2) 指定避難所の運営 

   ○ 市本部長は、あらかじめ定める避難計

画及びその作成した指定避難所の設置

及び運営に係るマニュアルに従い、指定

避難所の円滑な運営に努める。この場合

において、指定避難所の生活環境が常に

良好なものとなるよう、保健師、管理栄

養士等による巡回や岩手県災害派遣福

祉チームの活用を通じて、その状況把握

に努め、必要な対策を講じる。 

   ○ 市本部長は、指定避難所の管理者等と

連携を図り、安否情報、食料、生活必需

品等の配給及び被災者生活支援等に関

する情報を提供するものとし、避難者が

適切に情報を得られるよう、活用する媒

体に配慮する。 

   ○ [略] 

   ○ 市本部長は、指定避難所における生活

が長期化すると認められる場合は、避難

者の協力を得ながら、次の措置をとる。 

    ア～オ [略] 

    カ 指定避難所のパトロールの実施等
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頁 現   計   画 修   正   案 

る安全の確保 

    キ～ク [略] 

   ○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

  (3)～(4) [略] 

 ６～９ [略] 

  

による安全の確保 

    キ～ク [略] 

   ○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

  (3)～(4) [略] 

 ６～９ [略] 

  

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

  

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第15節 医療・保健計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 救急・救助の初動体制を確立し、県内の災

害派遣医療チーム（以下本節中「岩手ＤＭＡ

Ｔ」という。）、関係医療機関及び防災関係機

関との密接な連携の下に、迅速かつ適切な

医療活動を行う。 

 

 

 

 ２～６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ [略] 

第３ 初動医療体制 

１ 岩手ＤＭＡＴの派遣等 

○ [略] 

○ [略] 

指定 

病院 
ＤＭＡＴ数 編成基準 

県立 

大船渡

病院 

２チーム [略] 

○ [略] 

○ [略] 

 ２～６ [略] 

第４～第７ [略] 

 

第15節 医療・保健計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 救急・救助の初動体制を確立し、県内の災

害派遣医療チーム（以下本節中「岩手ＤＭＡ

Ｔ」という。）、関係医療機関及び防災関係機

関との密接な連携の下に、迅速かつ適切な

医療活動を行う。 

   県は、岩手ＤＭＡＴ等及びドクターヘリ

に関する派遣計画の作成等により、医療活

動の総合調整を行う。 

 ２～６ [略] 

 ７ 県は、被災都道府県の要請に基づき、被災

市町村の保健医療調整本部及び保健所の総

合調整等の円滑な実施を応援するため、災

害時健康危機管理支援チームの応援要請を

行う。 

８ 県は、大規模災害時に保健医療活動チー

ムの派遣調整、保健医療活動に関する情報

の連携、整理及び分析等の保健医療活動の

総合調整を遅滞なく行うための本部の整備

に努める。 

９ 災害時を想定した情報の連携、整理及び

分析等の保健医療活動の総合調整の実施体

制の整備に努める。 

第２ [略] 

第３ 初動医療体制 

１ 岩手ＤＭＡＴの派遣等 

○ [略] 

○ [略] 

指定 

病院 
ＤＭＡＴ数 編成基準 

県立 

大船渡

病院 

３チーム [略] 

○ [略] 

○ [略] 

 ２～６ [略] 

第４～第７ [略] 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

  

頁 現   計   画 修   正   案 

 

 

1-3-105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ 災害救助法を適用した場合の医療、助産 

  ○ [略] 

医療・精神医療・健康管理活動の情報連絡系統図 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（県
立
病
院
） 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（岩
手
医
大
） 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（盛
岡
赤
十
字
病
院
） 

 

県
立
病
院
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

（25
チ
ー
ム
） 

岩
手
医
大
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

（４
チ
ー
ム
） 

盛
岡
赤
十
字
病
院
Ｄ

Ｍ
Ａ
Ｔ

（５
チ
ー
ム
） 

第９ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８ 災害救助法を適用した場合の医療、助産 

  ○ [略] 

医療・精神医療・健康管理活動の情報連絡系統図 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（県
立
病
院
） 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（岩
手
医
大
） 

Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
指
定
病
院 

（盛
岡
赤
十
字
病
院
） 

 

県
立
病
院
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ

（28
チ
ー
ム
） 

岩
手
医
大
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ 

（４
チ
ー
ム
） 

盛
岡
赤
十
字
病
院
Ｄ

Ｍ
Ａ
Ｔ

（４
チ
ー
ム
） 

第９ [略] 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 所要の修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-107 

 

 

第16節 食料、生活必需品等供給計画 

 

第１ 基本方針 

 １～３ [略] 

 

 

 

第２～第３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

第16節 食料、生活必需品等供給計画 

 

第１ 基本方針 

 １～３ [略] 

 ４ 県は救助に必要な物資の供給等が適正か

つ円滑に行われるよう救助実施市及び必要 

な関係者との連絡調整を行うものとする。 

第２～第３ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-118 

第18節 応急仮設住宅の供与等及び応急修理計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

実施機関 担当業務 

[略] [略] 

県本部長 

 

[略] 

 （市本部の担当） 

  [略] 

第３ 実施要領 

 １～４ [略] 

 ５ 被災宅地の危険度判定 

(1) 被災宅地危険度判定士の要請 

  ○ [略] 

 (2)～(4) [略] 

 ６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

第18節 応急仮設住宅の供与等及び応急修理計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

実施機関 担当業務 

[略] [略] 

県本部長 

（救助実施市） 

[略] 

（市本部の担当） 

  [略] 

第３ 実施要領 

 １～４ [略] 

 ５ 被災宅地の危険度判定 

 (1) 被災宅地危険度判定士への協力要請 

  ○ [略] 

(2)～(4) [略] 

 ６ [略] 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

 



42 

本編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

1-3-125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3-127 

第20節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 廃棄物処理 

(1) [略] 

(2) 処理方法 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 事業者は、事業系一般廃棄物、産業廃

棄物及び特別管理産業廃棄物につい

て、自己処理し、又は他の産業廃棄物処

理業者若しくは特別管理産業廃棄物処

理業者に委託して処理する。 

○ [略] 

(3)～(6) [略] 

２～５ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第20節 廃棄物処理・障害物除去計画 

 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

１ 廃棄物処理 

(1) [略] 

(2) 処理方法 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ 事業者は、事業系一般廃棄物、産業廃

棄物及び特別管理産業廃棄物につい

て、自己処理し、又は他の産業廃棄物処

理業者若しくは特別管理産業廃棄物処

理業者に委託して処理する。 

○ [略] 

(3)～(6) [略] 

２～５ [略] 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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地震・津波災害対策編 第１章 総則 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-4 

第４節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第１ ［略］ 

第２ 防災関係機関の業務の大綱 

 １～４ ［略］ 

 ５ 指定地方行政機関 

機関名 業務の大綱 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

盛岡地方気

象台 

１ 気象、地象、水象の観測及

びその成果の収集、発表に関

すること。 

２ 気象、地象（地震にあって

は、発生した断層運動による

地震動に限る。)、水象の予

報・警報等の防災情報の発

表、伝達及び解説に関するこ

と。 

３～４ ［略］ 

５ 防災気象情報の理解促進

及び防災知識の普及啓発に

関すること。 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

 ６～８ ［略］ 

第４節 防災関係機関の責務及び業務の大綱 

 

第１ ［略］ 

第２ 防災関係機関の業務の大綱 

 １～４ ［略］ 

 ５ 指定地方行政機関 

機関名 業務の大綱 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

盛岡地方気

象台 

１ 気象、地象、地動及び水象

の観測並びにその成果の収

集及び発表に関すること。 

２ 気象、地象（地震にあって

は、発生した断層運動による

地震動に限る。) 及び水象の

予報及び警報等の防災情報

の発表、伝達及び解説に関す

ること。 

３～４ ［略］ 

５ 防災気象情報の理解促進、

防災知識の普及啓発に関す

ること。 

［略］ ［略］ 

［略］ ［略］ 

 ６～８ ［略］ 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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地震・津波災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-4 

 

 

第３節 防災訓練計画 

 

第１ ［略］ 

第２ 実施要領 

 １ ［略］ 

 ２ 実施に当たって留意すべき事項 

  【本編・第２章・第３節・第２・２参照】 

  ○ 訓練の実施に当たっては、訓練のシナ

リオに緊急地震速報を取り入れるととも

に、最大クラスの津波を踏まえた具体的

かつ実践的な訓練を行うなど、地震・津

波発生時の対応行動の習熟を図るよう努

める。 

 

 ３ ［略］ 

第３節 防災訓練計画 

 

第１ ［略］ 

第２ 実施要領 

 １ ［略］ 

 ２ 実施に当たって留意すべき事項 

  【本編・第２章・第３節・第２・２参照】 

  ○ 訓練の実施に当たっては、訓練のシナ

リオに緊急地震速報を取り入れるととも

に、最も早い津波の到達予想時間や最大

クラスの津波の高さを踏まえた具体的か

つ実践的な訓練を行うなど、地震・津波

発生時の対応行動の習熟を図るよう努め

る。 

 ３ ［略］ 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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地震・津波災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-2-33 

 

 

第19節 事業継続対策計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 企業等は、災害時の企業等の果たす役割

（生命の安全確保、二次災害の防止、事業

の継続、地域貢献・地域との共生）を十分

に認識し、自ら防災体制の整備や防災訓練

に努めるなど防災力向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 ２～３ [略]  

第２～第３ [略]  

 

第19節 事業継続対策計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 企業等は、災害時の企業等の果たす役割

（生命の安全確保、二次災害の防止、事業

の継続、地域貢献・地域との共生）を十分

に認識し、自らの自然リスクを把握すると

ともに、リスクに応じた、リスクコントロ

ールとリスクファイナンスの組み合わせに

よるリスクマネジメントの実施に努めるも

のとする。具体的には、自ら防災体制の整

備や防災訓練、損害保険等への加入や融資

枠の確保等による資金の確保に努めるなど

防災力向上を図る。 

 ２～３ [略]  

第２～第３ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 活動体制計画 

 

第１ 基本方針 

 １～３ [略] 

 ４ 災害応急対策の総合的かつ円滑な実施

を図るため、県、市その他の防災関係機関

は、あらかじめ連絡調整窓口、連絡方法等

を確認するとともに、連絡調整のための職

員を相互に派遣することなどにより情報

共有を図るなど、相互の連携を強化し、応

援協力体制の整備を図る。 

 

 

 ５～８ [略] 

第２ 活動体制 

 [略] 

 １ 災害警戒本部 

  ○ [略] 

(1) [略] 

  (2) 組織 

○ 災害警戒本部の組織は、次のとおり

である。 

副本部長 

総務課長 

（防災管理室次長） 

   ○ [略] 

  (3)～(5) [略] 

 ２ 市本部 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  (1) [略] 

  (2) 組織 

   ○ 市本部の組織は、次のとおりである。 

本部員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１節 活動体制計画 

 

第１ 基本方針 

 １～３ [略] 

 ４ 災害応急対策の総合的かつ円滑な実施

を図るため、県、市その他の防災関係機関

は、あらかじめ連絡調整窓口、連絡方法等

を確認するとともに、連絡調整のための職

員を相互に派遣することなどにより情報

共有を図るなど、相互の連携を強化し、応

援協力体制の整備を図る。 

   また、相互支援体制や連携体制の整備に

当たっては、実効性の確保に留意する。 

 ５～８ [略] 

第２ 活動体制 

 [略] 

 １ 災害警戒本部 

  ○ [略] 

(1) [略] 

  (2) 組織 

○ 災害警戒本部の組織は、次のとおり

である。 

副本部長 

防災管理室次長 

○ [略] 

  (3)～(5) [略] 

 ２ 市本部 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  (1) [略] 

  (2) 組織 

   ○ 市本部の組織は、次のとおりである。 

本部員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 部 長 
(防災管理室長) 
災害復興局長 
企画政策部長 
生活福祉部長 
地域包括ケア推進室長 
商工港湾部長 
観光推進室長 
農林水産部長 
都市整備部長 

 

総 務 部 長 
(防災管理室長) 
災害復興局長 
企画政策部長 
市民協働準備室長 
生活福祉部長 
地域包括ケア推進室長 
商工港湾部長 
観光推進室長 
農林水産部長 
都市整備部長 
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   ア～オ [略] 

  (3)～(4) [略] 

 ３ [略] 

第３～第６ [略] 

 

 

 

 

 

 

    

ア～オ [略] 

  (3)～(4) [略] 

 ３ [略] 

第３～第６ [略] 

修正 

理由 

○ 所要の修正 

 

会 計管理 者 
水道事業所長 
教 育 次 長 
議会事務局長 
消 防 署 長 
市本部長の指名する職員 

会 計管理 者 
水道事業所長 
教 育 次 長 
議会事務局長 
消 防 次 長 
市本部長の指名する職員 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-17 

 

 

 

 

 

2-3-18 

 

 

 

 

2-3-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 津波警報・地震情報等の伝達計画 

 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

 １ 津波警報等の種類及び伝達 

  (1) [略] 

  (2) 津波警報等の種類 

   ア 津波警報等の種類と内容 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

（津波警報等の種類と発表される津波

の高さ等の表） 

 

注）１～４ [略] 

   イ 津波情報の種類と内容 

    [略] 

    （津波情報の種類と発表内容の表） 

 

    （※１）・[略] 

        ・[略] 

        ・[略] 

警報・注

意 報 の

発 表 状

況 

発表基準 発表内容 

大 津 波

警報 

観測された

津波の高さ

＞１ｍ 

数値で発表 

観測された

津波の高さ

≦１ｍ 

「観測中」と発表 

津 波 警

報 

観測された

津波の高さ

≧0.2ｍ 

数値で発表 

観測された

津波の高さ

＜0.2ｍ 

「観測中」と発表 

津 波 注

意報 

（すべて数

値で発表） 

数値で発表（津波の

高さがごく小さい場

合は「微弱」と表現。） 
 

第２節 津波警報・地震情報等の伝達計画 

 

第１～第２ [略] 

第３ 実施要領 

 １ 津波警報等の種類及び伝達 

  (1) [略] 

  (2) 津波警報等の種類 

   ア 津波警報等の種類と内容 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

○ [略] 

（津波警報等の種類と発表される津波

の高さ等の表） 

→地震津波編別表１のとおり修正 

注）１～４ [略] 

   イ 津波情報の種類と内容 

    [略] 

    （津波情報の種類と発表内容の表） 

     →地震津波編別表２のとおり修正 

    （※１）・[略] 

        ・[略] 

        ・[略] 

警報・注

意 報 の

発 表 状

況 

観測され

た津波の

高さ 

内容 

大 津 波

警 報 を

発表中 

１ｍ超 数値で発表 

１ｍ以下 「観測中」と発表 

津 波 警

報 を 発

表中 

0.2ｍ以上 数値で発表 

0.2ｍ未満 「観測中」と発表 

津 波 注

意 報 を

発表中 

（すべて

の場合） 

数値で発表（津波の高

さがごく小さい場合は

「微弱」と表現。） 
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2-3-20 

（※２）・[略] 

・[略] 

・[略] 

・[略] 

警報・注

意 報 の

発 表 状

況 

発表基準 発表内容 

大 津 波

警報 

沿岸で推

定される

津波の高

さ＞３ｍ 

沖合での観測値、沿岸

での推定値数値で発

表 

沿岸で推

定される

津波の高

さ≦３ｍ 

沖合での観測値を「観

測中」、沿岸での推定値

を「推定中」と発表 

津 波 警

報 

沿岸で推

定される

津波の高

さ＞１ｍ 

沖合での観測値、沿岸

での推定値とも数値で

発表 

沿岸で推

定される

津波の高

さ≦１ｍ 

沖合での観測値を「観

測中」、沿岸での推定値

を「推定中」と発表 

津 波 注

意報 

（すべて

の場合） 

沖合での観測値、沿岸

での推定値とも数値で

発表 

  ・[略] 

ウ[略] 

(3) [略] 

○[略] 

（伝達系統の表） 

 

  (4)～(7) [略] 

 ２ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （※２）・[略] 

・[略] 

・[略] 

・[略] 

警報・注

意 報 の

発 表 状

況 

沿岸で推

定される

津波の高

さ 

内容 

大 津 波

警 報 を

発表中 

３ｍ超 沖合での観測値、沿岸

での推定値数値で発

表 

３ｍ以下 沖合での観測値を「観

測中」、沿岸での推定値

を「推定中」と発表 

津 波 警

報 を 発

表中 

１ｍ超 沖合での観測値、沿岸

での推定値とも数値で

発表 

１ｍ以下 沖合での観測値を「観

測中」、沿岸での推定値

を「推定中」と発表 

津 波 注

意 報 を

発表中 

（すべて

の場合） 

沖合での観測値、沿岸

での推定値とも数値で

発表 

  

 

 

 

・[略] 

ウ[略] 

(3) [略] 

○[略] 

（伝達系統の表） 

→地震津波編別表３のとおり修正 

  (4)～(7) [略] 

 ２ [略] 

 

 

修正 

理由 

○ 所要の修正 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

2-3-17 現   計   画 

地震津波編別表１ 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警

報等の

種類 

発表基準 
津波の高さ予想の

区分 

発表される津波

の高さ 
津波警報等を見聞きした場

合にとるべき行動 
数値で

の発表 

定性的

表現で

の発表 

大津波

警報 

予想される津

波の高さが高

いところで３

ｍを超える場

合 

10ｍ＜高さ 10ｍ超 

巨大 

陸域に津波が及び浸水する

おそれがあるため、沿岸部

や川沿いにいる人は、ただ

ちに高台や避難ビルなど安

全な場所へ避難する。 

警報が解除されるまで安全

な場所から離れない。 

５ｍ＜高さ≦10ｍ 10ｍ 

３ｍ＜高さ≦５ｍ ５ｍ 

津波警

報 

予想される津

波の高さが高

いところで１

ｍを超え、３ｍ

以下の場合 

１ｍ＜高さ≦３ｍ ３ｍ 高い 

津波注

意報 

予想される津

波の高さが高

いところで 0.2

ｍ以上、１ｍ以

下の場合であ

って、津波によ

る災害のおそ

れがある場合 

0.2ｍ≦高さ≦１ｍ １ｍ 
表記 

なし 

陸域では避難の必要はな

い。海の中にいる人はただ

ちに海から上がって、海岸

から離れる。海水浴や磯釣

りは危険なので行わない。 

注意報が解除されるまで海

に入ったり海岸に近付いた

りしない。 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

2-3-17 修   正   案 

地震津波編別表１ 

津波警報等の種類と発表される津波の高さ等 

津波警

報等の

種類 

発表基準 

発表される津波の高さ 想定されるべき被害と取

るべき行動 数値での発表 

（津波の高さ予想の区

分） 

巨大地震の

場合の発表 

大津波 

警報 

予想される津

波の高さが高

いところで３

ｍを超える場

合 

10ｍ超 

（10ｍ＜予想高さ） 

巨大 

（巨大） 

木造家屋が全壊・流出し、

人は津波による流れに巻

き込まれる。沿岸部や川沿

いにいる人は、ただちに高

台や津波避難ビルなど安

全な場所へ避難する。警報

が解除されるまで安全な

場所から離れない。 

（高い） 

標高の低いところでは津

波が襲い、浸水被害が発生

する。人は津波による流れ

に巻き込まれる。沿岸部や

川沿いにいる人はただち

に高台や津波避難ビルな

ど安全な場所へ避難する。

警報が解除されるまで安

全な場所から離れない。 

10ｍ 

（５ｍ＜予想高さ≦10

ｍ） 

５ｍ 

（３ｍ＜予想高さ≦５

ｍ） 

津 波 警

報 

予想される津

波の高さが高

いところで１

ｍを超え、３

ｍ以下の場合 ３ｍ 

（１ｍ＜予想高さ≦３ｍ） 
高い 

津 波 注

意報 

予想される津

波の高さが高

い と こ ろ で

0.2ｍ以上、１

ｍ以下の場合

であって、津

波による災害

のおそれがあ

る場合 

１ｍ 

（0.2ｍ≦予想高さ≦１

ｍ） 

(表記しない) 

海の中では人は速い流れ

に巻き込まれ、また、養殖

いかだが流出し小型船舶

が転覆する。海の中にいる

人はただちに海から上が

って、海岸から離れる。海

水浴や磯釣りは危険なの

で行わない。注意報が解除

されるまで海に入ったり

海岸に近付いたりしない。 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

2-3-18 現   計   画 

地震津波編別表２ 

津波情報の種類と発表内容 

 情報の種類 発 表 内 容 留意事項 

津

波

情

報 

津波到達予想時刻・

予想される津波の

高さに関する情報 

 各津波予報区の津波の到達予

想時刻や予想される津波の高さ

を５段階の数値（メートル単位）

又は２種類の定性的表現で発表 

・ 津波到達予想時刻は、津波予報

区のなかで最も早く津波が到達

する時刻である。同じ予報区のな

かでも場所によっては、この時刻

よりも数十分、場合によっては 1

時間以上遅れて津波が襲ってく

ることがある。 

・ 津波の高さは、一般的に地形の

影響等のため場所によって大き

く異なることから、局所的に予想

される津波の高さより高くなる

場合がある。 

各地の満潮時刻・津

波到達予想時刻に

関する情報 

 主な地点の満潮時刻や津波の

到達予想時刻を発表 

・ 津波と満潮が重なると、潮位の

高い状態に津波が重なり、被害が

より大きくなる場合がある。 

津波観測に関する

情報 

 

 沿岸で観測した津波の時刻や

高さを発表（※１） 

・ 津波による潮位変化（第一波の

到達）が観測されてから最大波が

観測されるまでに数時間以上か

かることがある。 

・ 場所によっては、検潮所で観測

した津波の高さよりも更に大き

な津波が到達しているおそれが

ある。 

沖合の津波観測に

関する情報 

 沖合で観測した津波の時刻や

高さ、及び沖合の観測値から推

定される沿岸での津波の到達時

刻や高さを津波予報区単位で発

表（※２） 

・ 津波の高さは、沖合での観測値

に比べ、沿岸ではさらに高くな

る。 

・ 津波は非常に早く伝わり、「沖合

の津波観測に関する情報」が発表

されてから沿岸に津波が到達す

るまで５分とかからない場合も

ある。また、地震の発生場所によ

っては、情報の発表が津波の到達

に間に合わない場合もある。 

津波に関するその

他の情報 

 津波に関するその他必要な事

項を発表 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

2-3-18 修   正   案 

別表２ 

津波情報の種類と発表内容 

情報の種類 発 表 内 容 留意事項 

津波到達予想時刻・

予想される津波の高

さに関する情報 

各津波予報区の津波の到達予

想時刻や予想される津波の高さ

を５段階の数値（メートル単位）

又は「巨大」や「高い」という言

葉で発表 

 津波到達予想時刻は、津波予報区のな

かで最も早く津波が到達する時刻であ

る。同じ予報区のなかでも場所によって

は、この時刻よりも数十分、場合によっ

ては 1 時間以上遅れて津波が襲ってくる

ことがある。 

 津波の高さは、一般的に地形の影響等

のため場所によって大きく異なることか

ら、局所的に予想される津波の高さより

高くなる場合がある。 

各地の満潮時刻・津

波到達予想時刻に関

する情報 

主な地点の満潮時刻や津波の

到達予想時刻を発表 

 津波と満潮が重なると、潮位の高い状

態に津波が重なり、被害がより大きくな

る場合がある。 

津波観測に関する情

報 

 

沿岸で観測した津波の時刻や

高さを発表（※１） 

 津波による潮位変化（第一波の到達）

が観測されてから最大波が観測されるま

でに数時間以上かかることがある。 

 場所によっては、検潮所で観測した津

波の高さよりも更に大きな津波が到達し

ているおそれがある。 

沖合の津波観測に関

する情報 

沖合で観測した津波の時刻や

高さ、及び沖合の観測値から推定

される沿岸での津波の到達時刻

や高さを津波予報区単位で発表

（※２） 

 津波の高さは、沖合での観測値に比べ、

沿岸ではさらに高くなる。 

 津波は非常に早く伝わり、「沖合の津波

観測に関する情報」が発表されてから沿

岸に津波が到達するまで５分とかからな

い場合もある。また、地震の発生場所に

よっては、情報の発表が津波の到達に間

に合わない場合もある。 

津波に関するその他

の情報 

津波に関するその他必要な事項

を発表 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

2-3-21 現   計   画 

地震津波編別表３ 

伝達系統の表 

津波警報等の区分 発 表 機 関 伝  達  系  統 

津波警報等 [略] [略] 

地震及び津波に関する情報 気象庁 地震及び津波に関する情報伝達系統図

（資料編３－２－６）のとおり。 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

2-3-21 修   正   案 

地震津波編別表３ 

伝達系統の表 

津波警報等の区分 発 表 機 関 伝  達  系  統 

大津波警報・津波警報・津波注意報 [略] [略] 

津波に関する情報 気象庁 地震及び津波に関する情報伝達系統図

（資料編３－２－６）のとおり。 

地震に関する情報 気象庁本庁等 地震及び津波に関する情報伝達系統図

（資料編３－２－６）のとおり。 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-38 

 

 

第13節 災害救助法の適用計画 

 

第１ 基本方針 

１～２ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

第２～第４ [略] 

第13節 災害救助法の適用計画 

 

第１ 基本方針 

１～２ [略] 

３ 県及び市は、災害発生時の迅速かつ円滑

な救助の実施体制の構築に向けて、あらか

じめ救助に必要な施設、設備、人員等につ

いて意見交換を行うとともに、事務委任制

度や救助実施市制度の積極的な活用により

役割分担を明確化するなど、調査を行って

おくものとする。 

第２～第４ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-39 

 

 

第14節 避難・救出計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

１～３ [略] 

４ 避難所の設置、運営 

５ [略] 

第３ 実施要領 

１～３ [略] 

 ４ 避難場所の開設 

 【本編・第３章・第14節・第３・４参照】 

 ５ 避難所の設置、運営 

 【本編・第３章・第14節・第３・５参照】 

 ６～９ [略] 

第14節 避難・救出計画 

 

第１ [略] 

第２ 実施機関（責任者） 

１～３ [略] 

４ 指定避難所の設置、運営 

５ [略] 

第３ 実施要領 

１～３ [略] 

 ４ 避難場所の開放 

 【本編・第３章・第14節・第３・４参照】 

 ５ 指定避難所の設置、運営 

 【本編・第３章・第14節・第３・５参照】 

 ６～９ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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地震・津波災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

2-3-41 

 

 

第15節 医療・保健計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 救急・救助の初動体制を確立し、県内の

災害派遣医療チーム（以下本節中「岩手Ｄ

ＭＡＴ」という。）、医療関係機関その他の

防災関係機関との密接な連携のもとに、迅

速かつ適切な医療活動を行う。 

 

 

 

 ２～６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２～第９ [略] 

第15節 医療・保健計画 

 

第１ 基本方針 

 １ 救急・救助の初動体制を確立し、県内の

災害派遣医療チーム（以下本節中「岩手Ｄ

ＭＡＴ」という。）、医療関係機関その他の

防災関係機関との密接な連携のもとに、迅

速かつ適切な医療活動を行う。 

   県は、岩手ＤＭＡＴ等及びドクターヘリ

に関する派遣計画の作成等により、医療活

動の総合調整を行う。 

２～６ ［略］ 

７ 県は、被災都道府県の要請に基づき、被

災市町村の保健医療調整本部及び保健所の

総合調整等の円滑な実施を応援するため、

災害時健康危機管理支援チームの応援要請

を行う。 

８ 県は、大規模災害時に保健医療活動チー

ムの派遣調整、保健医療活動に関する情報

の連携、整理及び分析等の保健医療活動の

総合調整を遅滞なく行うための本部の整備

に努める。 

９ 災害時を想定した情報の連携、整理及び

分析等の保健医療活動の総合調整の実施体

制の整備に努める。 

第２～第９ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

○ 所要の修正 
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原子力災害対策編 第２章 災害予防計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-2-6 

 

第５節 避難対策計画 

 

第１ [略] 

第２ 避難計画の作成 

 １ 避難計画 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ 避難計画作成及び避難所（収容施設）

の指定に当たっては、原子力災害対策指

針に示す防護対策並びに避難所として指

定する施設の管理者その他の関係機関等

との協議を踏まえるとともに、風向等の

気象条件により避難所が使用できなくな

る場合やコンクリート建屋の遮へい効果

による外部被ばくの低減など、原子力災

害の特殊性を十分に考慮する。 

  【避難計画作成の留意事項：本編・第２

章・第６節・第２・１参照】 

 ２～３ [略] 

第３～第６ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５節 避難対策計画 

 

第１ [略] 

第２ 避難計画の作成 

 １ 避難計画 

  ○ [略] 

  ○ [略] 

  ○ 避難計画作成及び指定避難所（収容施

設）の指定に当たっては、原子力災害対

策指針に示す防護対策並びに避難所とし

て指定する施設の管理者その他の関係機

関等との協議を踏まえるとともに、風向

等の気象条件により指定避難所が使用で

きなくなる場合やコンクリート建屋の遮

へい効果による外部被ばくの低減など、

原子力災害の特殊性を十分に考慮する。 

  【避難計画作成の留意事項：本編・第２

章・第６節・第２・１参照】 

 ２～３ [略] 

第３～第６ [略] 

 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 
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原子力災害対策編 第３章 災害応急対策計画 

頁 現   計   画 修   正   案 

3-3-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3-14 

 

 

 

3-3-16 

 

 

3-3-17 

第６節 避難・影響回避計画 

 

第１ [略] 

 １～３ [略] 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 実施機関（責任者） 

 １～３ [略] 

４ 避難所の設置、運営 

 【本編・第３章・第14節・第２・４参照】 

第３ 実施要領 

 １～４ [略] 

 ５ 避難所の設置、運営 

  【本編・第３章・第14節・第３・５参照】 

 ６ [略] 

７ 避難所以外の在宅避難者に対する支援 

  (1) 在宅避難者の把握 

   ○ 市本部長は、自宅その他の避難所以

外の場所にいる者（当該避難所以外の

屋内に退避する者を含む。以下同じ。）

であって、ライフラインや物流の途絶

により物資及び食料の調達並びに炊事

が困難となること等により日常生活を

営むことが困難な者（以下「在宅避難

者」という。）の人数、必要とする支援

等を早期に把握する。 

  (2) 在宅避難者に対する支援 

   ○ 市本部長は、市役所（支所、出張所

等）における配布や在宅避難者がいる

集落又は避難所の巡回により物資の支

給を行う。 

   ○ 市本部長は、在宅避難者に対し、物

資や食料の配布の広報の実施等必要な

情報や支援・サービスを容易かつ確実

に受け取ることのできる体制の整備を

図る。 

 

 

第６節 避難・影響回避計画 

 

第１ [略] 

 １～３ [略] 

 ４ 複合災害が発生した場合においても人命

の安全を第一とし、自然災害による人命へ

の直接的なリスクが極めて高い場合等に

は、自然災害に対する避難行動をとり、自

然災害に対する安全が確保された後に、原

子力災害に対する避難行動をとることを基

本とする。 

第２ 実施機関（責任者） 

 １～３ [略] 

４ 指定避難所の設置、運営 

 【本編・第３章・第14節・第２・４参照】 

第３ 実施要領 

 １～４ [略] 

 ５ 指定避難所の設置、運営 

  【本編・第３章・第14節・第３・５参照】 

 ６ [略] 

７ [削除] 
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  ８ 広域一時滞在 

  【本編・第３章・第14節・第３・８参照】 

第４ [略] 

 ７ 広域一時滞在 

  【本編・第３章・第14節・第３・８参照】 

第４ [略] 

修正 

理由 

○ 防災基本計画の修正に伴う修正 

 


